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■問い合わせ先■　環境課　☎（32）8898

環境トピッ
クス

野焼きは法律で禁止されています！
　住宅の庭先を含め、野外でのごみの焼
却行為（野焼き）は違法行為です。一部
の例外を除き、法律で禁止されています。
　例外とされた場合でも、周辺環境への
悪影響が認められるときには直接指導に
伺い、行為を中止していただくことがあ
ります。
　また、空気が乾燥する季節は、火災の
原因となる危険もあります。
　ごみは焼却せず、きちんと分別してご
みステーションに出してください。

栃木県地球温暖化防止
活動推進員を募集中！
　県では、地球温暖化に関する
普及啓発をボランティアで行う
地球温暖化防止活動推進員を募
集しています。
■応募資格
•県内に在住で、満18歳以上
（令和３年４月１日現在）の方
•地球温暖化対策のための活動
に熱意と識見を有し、地域で活
動できる方
•１月23日㈯または２月３日
㈬に開催される養成研修会に参
加できる方
■申込方法　研修会参加申込書
（県ホームページでダウンロー
ド可）をセンターに提出
http://www.pref.tochigi.lg.jp/

d02/suisinninnpe-ji.html
■申込期限　１月15日㈮
■申し込み・問い合わせ先
　県地球温暖化防止活動
　推進センター
　☎028（673）9101

廃食用油を回収するとき
の注意事項
　市では、ごみの減量化の一環
として廃食用油の回収を行って
います。
■回収ボックスの設置場所
•下野市役所
•生涯学習情報センター
•石橋公民館
•南河内公民館
回収の際にご注意いただきたい
こと
１．回収できる油は、サラダ油、
菜種油、コーン油、ごま油、オ
リーブオイルなどの食用の植物
性油です。動物性油、機械油、
業務用の油は回収できません。
２．必ずペットボトル製の容器
に移し替えて出してください。
びんや缶類に入ったものはお預
かりできません。
３．回収ボックスに廃食用油以
外のものを入れないでください。
例）醤油や酒などの調味料

狂犬病予防注射は
お済みですか？
　狂犬病予防法により、飼い主
には年に一度、飼い犬に狂犬病
予防注射を受けさせる義務があ
ります。今年度の接種がまだの
方は、獣医師にご相談のうえ２
月末日までに接種してください。
　狂犬病の予防接種を受けると
「狂犬病予防注射済証」が交付
されるので、環境課にお持ちく
ださい。「狂犬病予防注射済票
（金属プレート）」を交付します。
※栃木県獣医師会所属の動物病
院で接種した場合、環境課での
手続きは不要です。
■手数料　１頭につき550円
※犬の登録がまだの場合は登録
手続きも必要です。登録手数料
は１頭につき3,000円です。

不用品リサイクル情報
　市では、不用品リサイクルの情報を提供しています。当
人同士でよく話し合ったうえで取引をしてください。
〈譲りたい〉
扇風機、アナログテレビ、ベビーベッド（プーさん）、電
話機、ファックス、ファックスロール紙、ベッド台、ベッ
ド（セミダブル）、学習机
〈譲ってほしい〉
原付スクーター、テレビ録画機器、ソファ（１～２人掛
け用）、自転車（大人用、24～26インチ）、ノートパソコン、
三輪自転車（大人用、かご付き）、第二愛泉幼稚園制服（男
児用・女児用）
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